
　本年の７月の人事異動により、古河税務署長を拝命いたしました

藤田と申します。

　税務大学校より転任してまいりました。古河税務署での勤務は今

回で2回目になります。古河税務署は茨城県西に位置し、関東平野

のほぼ中央にあり、電車や道路等の交通の利便性が高い一方、農業

や工業も盛んで、かつ、古くからの歴史と文化を兼ね備える風情あ

る地域であり、当地で勤務できますことを改めて大変光栄に感じて
おります。前任の松谷同様、よろしくお願いいたします。

　遠藤会長をはじめ、公益社団法人古河法人会の皆様には、日頃より税務行政の円滑な運営

について、深いご理解とご協力を賜っており、厚くお礼申し上げます。

　貴会におかれましては、会員への税知識の普及や納税意識の高揚を図るため各種研修会を

開催し、社会貢献活動のため家庭での節電活動を推進する「いちごプロジェクト」を行うほ

か、租税教育に対する深いご理解の下、青年部会と女性部会が中心とした「租税教室」の開

催や「税に関する絵はがきコンクール」の実施にも積極的に取組まれており、遠藤会長をは

じめ役員並びに会員の皆様の法人会活動に対する熱意と並々ならぬご尽力に心から敬意を表

する次第であります。

　さて、近年の経済社会は、日々目まぐるしく進化・発展しております。そのような中で、

国税当局が国民の信頼を得て税務行政を運営していくためには、デジタル技術の活用、経済

取引のグローバル化など経済社会の変化等に的確に対応していく必要があります。そのた

め、国税当局においては、システムの大幅な変更や内部事務のセンター化など、組織の在り

方も大きく変わろうとしています。

　「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告書のみならず、財

務諸表等の添付書類も含めたｅ－Ｔａｘ、いわゆる「ＡＬＬ ｅ－Ｔａｘ」の普及・定着や

キャッシュレス納付の利用拡大などを一層推進するため、積極的な周知と利用勧奨に取り組

んでまいります。

　なお、納税や納税証明書の手続きにつきましても、キャッシュレス納付や、納税証明書オ

ンライン請求により、ご自宅から手続きを行うことができますので、ｅ－Ｔａｘ申告と併せ

てぜひご使用いただければと思います。

　また、インボイス制度につきましては、制度の円滑な定着に向けて、継続して制度の周

知・広報等を行うとともに、インボイスの登録をするか否かを検討している事業者をはじ

め、個々の事業者の立場に寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。引き続きご協力いた

だきますようお願いいたします。

　今後とも、更なる協調関係を構築するとともに、日々変化する経済社会及び技術環境に対

して柔軟に対応し、時代の変化に適応した申告納税制度の更なる発展に取り組んでいきたい

と考えております。

　結びに当たり、公益社団法人古河法人会並び会員の皆様方の益々ご健勝と会員企業の事業

のご繁栄を祈念申し上げまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。
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